
丹波市開発指導要綱を一部改正し、排水施設基準に 
雨水流出抑制の対策を追加（令和８年４月１日から施行） 

 

 

１ 改正の趣旨 

 令和６年３月に策定した丹波市雨水管理総合計画に基づき、排水路など内水の氾濫

による浸水被害の解消と軽減を図るため要綱及び運用基準の一部を改正しました。 

 

２ 改正の概要 

【丹波市開発指導要綱【排水施設等】 

第 21 条 開発事業者は、開発区域内の雨水及び汚水を有効に排出するため、別に定め

る基準に基づき排水施設を設置しなければならない。 

２ 排水施設から生ずる排水の放流先の排水能力その他の状況を勘案し、開発区域及

びその周辺の浸水被害を防止するため市長が必要と認めたときは、開発事業者は、雨水

を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を有する雨水貯留浸透施設を設けるな

ど、必要な措置を講じなければならない。 

3 開発事業者は、既存の排水路その他の排水施設に雨水を放流する場合にあっては、

当該施設の管理者等と協議し、その同意を得なければならない。 

 

 

 丹波波市開発指導要綱運用基準 【排水施設基準に「雨水流出抑制の対策」を追加  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【雨水流出抑制の対策】 

■ 開発行為の規模開発行為の規模が 1.0ha 以上となる場合は、兵庫県総合治水条

例の技術基準に適合する調整池を設置すること。 

■ 開発区域内における透水性舗装、グラスパーキング（緑化した駐車場）、浸透桝の

設置、雨水地下貯留槽の設置、調整池の設置、雨水貯留タンクの設置など、雨水流

出抑制の対策を講じること。 

※令和８年度から雨水貯留タンク設置補助金を新設（予定） 

【問い合わせ先】 

丹波市建設部都市住宅課 都市計画係 

〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井 811 番地 

Tel：0795-74-2364 

 


